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重要取組シート 

取組項目 低未利用財産の有効活用 

現状・課題 

〈現状〉 

・平成 24 年度に公有財産管理・活用庁内委員会を立ち上げ、市が管理する土地や

建物等の公有財産について、経営的な観点からファシリティマネジメントを推進 

・低未利用の土地・建物について、財源確保の観点から、庁内委員会に諮り売却、

貸付の方針を決定。令和 2 年度は 6 物件を入札、8 億 8 千万円で売却 

・これまでに方針決定した物件について、令和 3 年度内の売却、貸付をめざす。 

〈課題〉 

・現状では集中改革期間内に活用可能な財産が限られており、令和 4 年度に向けて

さらなる掘り起こしが必要 

取 組 の 

内  容 

・令和 3 年度は、前年度に活用方針を決定した低未利用の土地・建物を、地元調整

等を行ったうえで売却、貸付する。 

・令和 4 年度に向けて、低未利用の土地・建物を全庁に照会するほか、個別にヒア

リングを行うなどして、活用可能な財産の掘り起こしを行う。 

・活用可能な財産の現況や利用要望を確認、精査し、売却、貸付が見込めるものは、

所管課、関係課等と協議、調整し、積極的な活用を図る。 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

前期 

（～7 月） 

□ 低未利用の土地・建物を、全庁に照会（4～5 月） 

□ 個別ヒアリングによる掘り起こし作業及び所管課等との協議・調整（5～11 月）

□ 前年度に活用方針を決定した土地・建物の売却、貸付に向けて、所管課等で地

元調整等（4～11 月） 

中期 

（～11 月） 

□ 前年度に活用方針を決定した土地・建物について、財産活用課で入札を実施 

（8 月開札） 

□ 所管課等との調整が整った土地・建物について、公有財産管理・活用庁内委員

会で活用方針を決定（10～3 月） 

後期 

（～3 月） 

□ 前年度に活用方針を決定した土地・建物について、財産活用課で入札を実施 

（1 月開札） 

次年度 

以降 

□ 今年度に活用方針を決定した土地・建物について売却、貸付 

□ 全庁照会や個別ヒアリングによる活用可能財産の掘り起こし及び所管課等との

協議・調整 

進
捗
の
状
況 

前期 

（～7 月） 

□ 低未利用の土地・建物について全庁照会を実施（4～5 月） 

□ 個別ヒアリングによる活用可能財産の掘り起こし作業及び所管課等との協議、

調整（5 月～） 

□ 前年度、活用方針を決定した物件について、所管課等で地元調整等（4 月～） 

中期 

（～11 月） 

□ 前年度、活用方針を決定した 2 物件について、財産活用課で入札を実施 

（7 月公募開始、9 月開札） 

□ 公有財産管理・活用庁内委員会を開催し、活用可能財産 7 物件の活用方針を

決定（8 月） 

後期 

（～3 月） 

□ 活用方針を決定した 6 物件について、財産活用課等で入札を実施（12 月公募

開始、2・3 月開札） 

□ 公有財産管理・活用庁内委員会を開催し、活用可能財産 3 物件の活用方針を追

加決定（3 月） 

市政集中改革室 
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